
承認第３号 

 

   専決処分の承認を求める件 

 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１７９条第１項の規定により、別紙のとおり加

東市国民健康保険税条例の一部を改正する条例制定を専決処分したので、同条第３項の規定

により、承認を求める。 

 

  令和８年５月１１日提出 

加東市長 岩 根  正  
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専決第４号 

 

   加東市国民健康保険税条例の一部を改正する条例制定の専決処分について    

 

 地方税法施行令等の一部を改正する政令（令和８年政令第８３号）等の施行に伴い、加東

市国民健康保険税条例の一部を改正する必要が生じたが、施行期日が迫っており、議会が成

立しないので、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１７９条第１項の規定により、専

決処分する。 

 

  令和８年３月３１日 

加東市長 岩 根  正  
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加東市条例第１８号 

 

   加東市国民健康保険税条例の一部を改正する条例 

 

 加東市国民健康保険税条例（平成１８年加東市条例第５２号）の一部を次のように改正する。 

 

 次の表により、次の各号に掲げるとおり改正する。 

 (1) 改正前の欄に掲げる規定の下線を付した部分をこれに対応する改正後の欄に掲げる規定の下線を付した部分のように改める。 

 (2) 改正後の欄に掲げる規定の下線を付した部分で、改正前の欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを加える。 

 (3) 改正前の欄及び改正後の欄に対応して掲げるその標記部分に下線を付した規定（以下「対象規定」という。）で、その標記部分が異

なるものは、改正前の欄に掲げる対象規定を改正後の欄に掲げる対象規定として移動する。 

改   正   前 改   正   後 

 （課税額） 

第２条 〔略〕 

２ 前項第１号の基礎課税額は、世帯主（前条第２項の世帯主を除

く。）及びその世帯に属する国民健康保険の被保険者につき算定

した所得割額並びに被保険者均等割額及び世帯別平等割額の合

算額とする。ただし、当該合算額が６６万円を超える場合におい

ては、基礎課税額は、６６万円とする。 

３・４ 〔略〕 

５ 第１項第４号の子ども・子育て支援納付金課税額は、世帯主（前

条第２項の世帯主を除く。）及びその世帯に属する国民健康保険

の被保険者につき算定した所得割額並びに被保険者均等割額及

 （課税額） 

第２条 〔略〕 

２ 前項第１号の基礎課税額は、世帯主（前条第２項の世帯主を除

く。）及びその世帯に属する国民健康保険の被保険者につき算定

した所得割額並びに被保険者均等割額及び世帯別平等割額の合

算額とする。ただし、当該合算額が６７万円を超える場合におい

ては、基礎課税額は、６７万円とする。 

３・４ 〔略〕 

５ 第１項第４号の子ども・子育て支援納付金課税額は、世帯主（前

条第２項の世帯主を除く。）及びその世帯に属する国民健康保険

の被保険者につき算定した所得割額並びに被保険者均等割額及
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び世帯別平等割額の合算額に、当該世帯に属する１８歳以上被保

険者（地方税法（昭和２５年法律第２２６号。以下「法」という。）

第７０３条の４第３０項に規定する１８歳以上被保険者をいう。

以下同じ。）につき算定した１８歳以上被保険者均等割額を加算

した額とする。 

 

 （国民健康保険税の減額） 

第２３条 次の各号のいずれかに掲げる国民健康保険税の納税義

務者に対して課する国民健康保険税の額は、第２条第２項本文の

基礎課税額からア及びイに掲げる額を減額して得た額（当該減額

して得た額が６６万円を超える場合には、６６万円）、同条第３

項本文の後期高齢者支援金等課税額からウ及びエに掲げる額を

減額して得た額（当該減額して得た額が２６万円を超える場合に

は、２６万円）、同条第４項本文の介護納付金課税額からオ及び

カに掲げる額を減額して得た額（当該減額して得た額が１７万円

を超える場合には、１７万円）並びに同条第５項の子ども・子育

て支援納付金課税額からキ及びクに掲げる額を減額して得た額

の合算額とする。 

 

 (1) 法第７０３条の５第１項に規定する総所得金額及び山林所

得金額の合算額が４３万円（納税義務者並びにその世帯に属す

る国民健康保険の被保険者及び特定同一世帯所属者のうち給

与所得を有する者（前年中に法第７０３条の５第１項に規定す

び世帯別平等割額の合算額に、当該世帯に属する１８歳以上被保

険者（地方税法（昭和２５年法律第２２６号。以下「法」という。）

第７０３条の４第３０項に規定する１８歳以上被保険者をいう。

以下同じ。）につき算定した１８歳以上被保険者均等割額を加算

した額とする。ただし、加算後の額が３万円を超える場合におい

ては、子ども・子育て支援納付金課税額は、３万円とする。 

 （国民健康保険税の減額） 

第２３条 次の各号のいずれかに掲げる国民健康保険税の納税義

務者に対して課する国民健康保険税の額は、第２条第２項本文の

基礎課税額からア及びイに掲げる額を減額して得た額（当該減額

して得た額が６７万円を超える場合には、６７万円）、同条第３

項本文の後期高齢者支援金等課税額からウ及びエに掲げる額を

減額して得た額（当該減額して得た額が２６万円を超える場合に

は、２６万円）、同条第４項本文の介護納付金課税額からオ及び

カに掲げる額を減額して得た額（当該減額して得た額が１７万円

を超える場合には、１７万円）並びに同条第５項本文の子ども・

子育て支援納付金課税額からキからケまでに掲げる額を減額し

て得た額（当該減額して得た額が３万円を超える場合には、３万

円）の合算額とする。 

 (1) 法第７０３条の５第１項に規定する総所得金額及び山林所

得金額の合算額が４３万円（納税義務者並びにその世帯に属す

る国民健康保険の被保険者及び特定同一世帯所属者のうち給

与所得を有する者（前年中に法第７０３条の５第１項に規定す
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る総所得金額に係る所得税法（昭和４０年法律第３３号）第２

８条第１項に規定する給与所得について同条第３項に規定す

る給与所得控除額の控除を受けた者（同条第１項に規定する給

与等の収入金額が５５万円を超える者に限る。）をいう。以下

この号において同じ。）の数及び公的年金等に係る所得を有す

る者（前年中に法第７０３条の５第１項に規定する総所得金額

に係る所得税法第３５条第３項に規定する公的年金等に係る

所得について同条第４項に規定する公的年金等控除額の控除

を受けた者（年齢６５歳未満の者にあっては当該公的年金等の

収入金額が６０万円を超える者に限り、年齢６５歳以上の者に

あっては当該公的年金等の収入金額が１１０万円を超える者

に限る。）をいい、給与所得を有する者を除く。）の数の合計

数（以下この条において「給与所得者等の数」という。）が２

以上の場合にあっては、４３万円に当該給与所得者等の数から

１を減じた数に１０万円を乗じて得た金額を加算した金額）を

超えない世帯に係る納税義務者 

  ア～キ 〔略〕 

  〔新設〕 

 

 

  ク 〔略〕 

 (2) 法第７０３条の５第１項に規定する総所得金額及び山林所

得金額の合算額が４３万円（納税義務者並びにその世帯に属す

る総所得金額に係る所得税法（昭和４０年法律第３３号）第２

８条第１項に規定する給与所得について同条第３項に規定す

る給与所得控除額の控除を受けた者（同条第１項に規定する給

与等の収入金額が５５万円を超える者に限る。）をいう。以下

この号において同じ。）の数及び公的年金等に係る所得を有す

る者（前年中に法第７０３条の５第１項に規定する総所得金額

に係る所得税法第３５条第３項に規定する公的年金等に係る

所得について同条第４項に規定する公的年金等控除額の控除

を受けた者（年齢６５歳未満の者にあっては当該公的年金等の

収入金額が６０万円を超える者に限り、年齢６５歳以上の者に

あっては当該公的年金等の収入金額が１１０万円を超える者

に限る。）をいい、給与所得を有する者を除く。）の数の合計

数（以下この条において「給与所得者等の数」という。）が２

以上の場合にあっては、４３万円に当該給与所得者等の数から

１を減じた数に１０万円を乗じて得た金額を加算した金額）を

超えない世帯に係る納税義務者 

  ア～キ 〔略〕 

  ク １８歳以上被保険者に係る子ども・子育て支援納付金課税

額の１８歳以上被保険者均等割額 １８歳以上被保険者（第

１条第２項に規定する世帯主を除く。）１人について７０円 

  ケ 〔略〕 

 (2) 法第７０３条の５第１項に規定する総所得金額及び山林所

得金額の合算額が４３万円（納税義務者並びにその世帯に属す

5



る国民健康保険の被保険者及び特定同一世帯所属者のうち給

与所得者等の数が２以上の場合にあっては、４３万円に当該給

与所得者等の数から１を減じた数に１０万円を乗じて得た金

額を加算した金額）に被保険者及び特定同一世帯所属者１人に

つき３０万５，０００円を加算した金額を超えない世帯に係る

納税義務者（前号に該当する者を除く。） 

  ア～キ 〔略〕 

  〔新設〕 

 

 

  ク 〔略〕 

 (3) 法第７０３条の５第１項に規定する総所得金額及び山林所

得金額の合算額が４３万円（納税義務者並びにその世帯に属す

る国民健康保険の被保険者及び特定同一世帯所属者のうち給

与所得者等の数が２以上の場合にあっては、４３万円に当該給

与所得者等の数から１を減じた数に１０万円を乗じて得た金

額を加算した金額）に被保険者及び特定同一世帯所属者１人に

つき５６万円を加算した金額を超えない世帯に係る納税義務

者（前２号に該当する者を除く。） 

  ア～キ 〔略〕 

  〔新設〕 

 

 

る国民健康保険の被保険者及び特定同一世帯所属者のうち給

与所得者等の数が２以上の場合にあっては、４３万円に当該給

与所得者等の数から１を減じた数に１０万円を乗じて得た金

額を加算した金額）に被保険者及び特定同一世帯所属者１人に

つき３１万円を加算した金額を超えない世帯に係る納税義務

者（前号に該当する者を除く。） 

  ア～キ 〔略〕 

  ク １８歳以上被保険者に係る子ども・子育て支援納付金課税

額の１８歳以上被保険者均等割額 １８歳以上被保険者（第

１条第２項に規定する世帯主を除く。）１人について５０円 

  ケ 〔略〕 

 (3) 法第７０３条の５第１項に規定する総所得金額及び山林所

得金額の合算額が４３万円（納税義務者並びにその世帯に属す

る国民健康保険の被保険者及び特定同一世帯所属者のうち給

与所得者等の数が２以上の場合にあっては、４３万円に当該給

与所得者等の数から１を減じた数に１０万円を乗じて得た金

額を加算した金額）に被保険者及び特定同一世帯所属者１人に

つき５７万円を加算した金額を超えない世帯に係る納税義務

者（前２号に該当する者を除く。） 

  ア～キ 〔略〕 

  ク １８歳以上被保険者に係る子ども・子育て支援納付金課税

額の１８歳以上被保険者均等割額 １８歳以上被保険者（第

１条第２項に規定する世帯主を除く。）１人について２０円 
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  ク 〔略〕 

２ 〔略〕 

３ 国民健康保険税の納税義務者の世帯に地方税法施行令第５６

条の８９第４項に規定する出産被保険者（以下「出産被保険者」

という。）が属する場合における当該納税義務者に対して課する

所得割額及び被保険者均等割額（第１項に規定する金額を減額す

るものとした場合にあっては、その減額後の被保険者均等割額）

は、当該所得割額及び被保険者均等割額から、次の各号に掲げる

区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額を減額して得た額とす

る。 

 

 (1) 国民健康保険の出産被保険者に係る基礎課税額の所得割額

 当該出産被保険者につき第３条の規定により算定した所得

割額の１２分の１の額に、当該出産被保険者の出産の予定日

（地方税法施行規則第２４条の３０の５に定める場合には、出

産の日。以下同じ。）の属する月（以下「出産予定月」という。）

の前月（多胎妊娠の場合には、３月前）から出産予定月の翌々

月までの期間（以下「産前産後期間」という。）のうち当該年

度に属する月数を乗じて得た額 

 (2)～(8) 〔略〕 

 〔新設〕 

 

 

  ケ 〔略〕 

２ 〔略〕 

３ 国民健康保険税の納税義務者の世帯に地方税法施行令第５６

条の８９第４項に規定する出産被保険者（以下「出産被保険者」

という。）が属する場合における当該納税義務者に対して課する

所得割額並びに被保険者均等割額及び１８歳以上被保険者均等

割額（第１項に規定する金額を減額するものとした場合にあって

は、その減額後の被保険者均等割額及び１８歳以上被保険者均等

割額）は、当該所得割額並びに被保険者均等割額及び１８歳以上

被保険者均等割額から、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ

当該各号に定める額を減額して得た額とする。 

 (1) 国民健康保険の出産被保険者に係る基礎課税額の所得割額

 当該出産被保険者につき第３条の規定により算定した所得

割額の１２分の１の額に、当該出産被保険者の出産の予定日

（地方税法施行規則第２４条の３０の６に定める場合には、出

産の日。以下同じ。）の属する月（以下「出産予定月」という。）

の前月（多胎妊娠の場合には、３月前）から出産予定月の翌々

月までの期間（以下「産前産後期間」という。）のうち当該年

度に属する月数を乗じて得た額 

 (2)～(8) 〔略〕 

 (9) 国民健康保険の出産被保険者に係る子ども・子育て支援納

付金課税額の１８歳以上被保険者均等割額 当該出産被保険

者につき第９条の５の規定により算定した１８歳以上被保険
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〔新設〕 

 

者均等割額（第１項に規定する金額を減額するものとした場合

にあっては、その減額後の１８歳以上被保険者均等割額）の１

２分の１の額に、当該出産被保険者の産前産後期間のうち当該

年度に属する月数を乗じて得た額 

４ 国民健康保険税の納税義務者の属する世帯内に１８歳に達す

る日以後の最初の３月３１日以前である被保険者（以下「１８歳

未満被保険者」という。）がある場合における当該納税義務者に

対して課する子ども・子育て支援納付金課税額の被保険者均等割

額（当該納税義務者の世帯に属する１８歳未満被保険者につき算

定した被保険者均等割額（前３項に規定する金額を減額するもの

とした場合にあっては、その減額後の被保険者均等割額）に限

る。）は、当該被保険者均等割額から、当該被保険者均等割額に

相当する額を減額して得た額とする。 

備考 表中の〔 〕の記載は注記である。 

   附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、令和８年４月１日から施行する。 

 （適用区分） 

２ この条例による改正後の加東市国民健康保険税条例の規定は、令和８年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、令和７年

度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。 
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   加東市国民健康保険税条例の一部改正（要旨） 
 
１ 改正理由 
  地方税法施行令等の一部を改正する政令（令和８年政令第８３号）等が令和８年３月３

１日に公布されたことに伴い、令和８年度から適用される改正部分について、所要の改正

を行うものである。 
 
２ 改正内容 
 (1) 国民健康保険税の基礎課税額に係る課税限度額を６６万円から６７万円に改めるこ

と、及び子ども・子育て支援納付金課税額の課税限度額を３万円とすること。（第２条

及び第２３条第１項関係） 

 (2) 国民健康保険税の被保険者均等割額及び世帯別平等割額を減額する基準について、

当該額の５割を軽減する基準については、被保険者の数に乗ずる金額を３０万５，００

０円から３１万円に、２割を軽減する基準については、被保険者の数に乗ずる金額を５

６万円から５７万円に改めること。（第２３条第１項関係） 

 (3) 低所得者に対する減額及び出産被保険者に対する減額について、１８歳以上被保険

者均等割額を対象に追加すること。（第２３条第１項及び第３項関係） 

 (4) 世帯に１８歳に達する日以後の最初の３月３１日以前である被保険者（以下「１８歳

未満被保険者」という。）がある場合においては、当該世帯の世帯主に対し賦課する１

８歳未満被保険者につき算定した子ども・子育て支援納付金課税額の被保険者均等割額

を減額する規定を加えること。（第２３条第４項関係） 

 (5) その他所要の文言整理を行うこと。（第２３条第３項第１号関係） 

 

３ 市民負担への影響 

  今回の改正により、令和６年の所得に対し令和８年度の税率で国民健康保険税を試算す

ると、基礎課税額分にあっては５８世帯が影響し、１世帯当たり約１万円の増額となり、

子ども・子育て支援納付金課税額分にあっては４０世帯が影響し、１世帯当たり約２万７，

０００円の減額となる。 

被保険者均等割額及び世帯別平等割額の５割の軽減にあっては１３世帯が影響し、１世

帯当たり約６万５，０００円の減額となり、２割の軽減にあっては４世帯が影響し、１世

帯当たり約２，０００円の減額となる。低所得者及び出産被保険者に対する１８歳以上被

保険者均等割額の減額にあっては、２，３０４世帯が影響し、１世帯当たり約１００円の

減額となる。 

１８歳未満被保険者につき算定した子ども・子育て支援納付金課税額の被保険者均等割

額の減額にあっては、２６９世帯が影響し、１世帯当たり約１，４００円の減額となる。 

承認第３号（条例第１８号） 要旨 
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４ 市財政への影響 

 課税限度額について国民健康保険税を試算すると、基礎課税額分にあっては約５６万７，

０００円の増額となる。一方、子ども・子育て支援納金課税額にあっては、課税限度額が

設定されることにより、課税限度額がない場合と比較して約１０８万６，０００円の減額

となり、合計５１万９，０００円の減額となる。 

被保険者均等割額及び世帯別平等割額の５割の軽減にあっては約８４万５，０００円、

２割の軽減にあっては約７，０００円、合計８５万２，０００円の減額となる。低所得者

及び出産被保険者に対する１８歳以上被保険者均等割額の減額にあっては、約１６万５，

０００円の減額となる。これらの軽減による国民健康保険税の減額分については、県負担

金及び一般会計繰入金により補填される。 

１８歳未満被保険者につき算定した子ども・子育て支援納付金課税額の被保険者均等割

額の減額にあっては、約３７万４，０００円の減額となる。 

 

５ 施行期日  令和８年４月１日 
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